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1【論点⼀覧】

【論点１】承諾をしていない者に対するチャット機能を利用した広告の提供の禁止

【論点２】チャット機能を利用した勧誘時の氏名・目的等の明示

【論点３】チャット機能を利用した商取引における新たな規制の導入

【論点４】勧誘規制の対象

【論点５】表示事項の項目追加



2５つの論点のうち特に重要と考えられるもの

 これまでの審議を踏まえ、 ５つの論点のうち、被害防止及び被害救済の実効性の観点から、
【論点２～４】に絞って検討することが考えられる。

 【論点２～４】を検討することにより、“現行の通信販売に新たに「勧誘規制」として禁止
行為等を設けるべきである”とした場合の根拠や、考えられる規制の内容を示せるのではな
いか。

○【論点１、５】を検討対象から外す理由
 【論点１】について、消費者がチャット機能を利⽤した広告を提供することの承諾をしたとしても、形式的

な承諾を得るだけであれば、必ずしも被害防⽌にはつながらないと考えられる。また、承諾の取り⽅如何に
よっては、チャット機能を利⽤した勧誘を⾏うことの不意打ち性がないこととなり、【論点２、３】の規制
や救済の対象から外れることとなる懸念がある。さらに、【論点２、３】に加えて、【論点１】も設けると
すれば、他の取引類型（電話勧誘販売等）を超える規制ともなり得る。→【論点１】を検討する優先順位は
低いのではないか。

 【論点５】について、表⽰事項を増やした場合は、全ての販売業者等に対しての規制となるため、販売業者
等の負担が⼤きい可能性がある⼀⽅、すでに広告において契約締結の意思形成がなされている場合には最終
確認画⾯における被害防⽌の効果は限定的である。→【論点５】を検討する優先順位は低いのではないか。

 通信販売は電話勧誘販売等の他の類型とは異なって、基本的には消費者が販売業者等から圧⼒を受けずに契
約を締結する意思の形成を⾏うものであり、本来、消費者は⾃らの意思形成について全⾯的な⾃⼰責任を有
するものである。（逐条解説参照）

 ⼀⽅で、チャット機能を利⽤することにより、販売業者等が消費者と直接やりとりした結果、消費者は当初
の想定とは違う、意図しない契約をしてしまう事例が発⽣している。

 消費者トラブルがみられるチャット機能の利⽤の特徴としては、「密室性」「双⽅向」「情報のカスタマイ
ズが可能」「⽬的を隠匿し接触することが可能」「会話的」「即時的」「相⼿に情報が届いていることが担
保される」ことなどが挙げられる。

 チャット機能の利⽤の消費者へもたらす⼼理的な影響としては、社会的存在感が⾼くなることから、⼈間関
係のルールがはたらきやすい状況にあること、返報性の規範、社会的望ましさの規範により、説得に応えた
い気持ちや断りにくさから、意思決定がゆがむ可能性があることなどが挙げられる。

〇【論点２〜４】に絞って検討を⾏う理由










